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第 １ 章  総 説                      
１．市の概況  

（１）位置・地勢・面積・気候 

亀山市は、三重県の中北部に位置し、津市や四日市市、鈴鹿市からは２０ｋｍ

圏内に、名古屋市から約５０ｋｍ、大阪から約１００ｋｍに位置しています。

北西部には、標高５００ｍから９００ｍ前後の鈴鹿の山々が南北に走り、そこ

から東方面にかけては、傾斜面の丘陵地や台地が形成され、伊勢平野へと続い

ています。本地域中央部には、加太川や安楽川を支流とする鈴鹿川と中ノ川が

東西に流れ、伊勢湾へと注いでいます。総面積は１９１.０４ｋｍ 2、東西方向の

延長は約２１ｋｍ、南北方向の延長は約１７ｋｍです（国土交通省国土地理院

「全国都道府県市区町村別面積調」より）。また、平成２９年の年間平均気温は

１４．９℃、冬季（平成３０年１月）の平均気温は３.６℃と温暖で暮らしやすい気候

となっています（気象庁気象統計情報より）。 

（２）沿革・歴史  

亀山市は、“昭和の合併”を経て、また平成１７年１月１１日には旧関町と

旧亀山市が新設合併し、現在の亀山市となりました。  

歴史については、都と東国を結ぶ交通の要衝として栄えてきました。江戸時

代には亀山城下町や東海道の宿場町（亀山宿、関宿、坂下宿）としてにぎわい、

多くの人やものが行き交いました。また、亀山宿と亀山城を中心として形成さ

れたまちが、現在の中心市街地の基礎となっています。その後、鉄道の開通や

国道１号などが開通し、中部圏、近畿圏をつなぐ交通拠点として発展してきま

した。このような、交通の要衝としての地域特性を活かし、多くの製造業や物

流企業が立地し、内陸型産業都市として発展してきました。 

（３）人口・世帯数  

亀山市の人口は、令和２年国勢調査によると男２５，１６１人、女２４，６７４人の

合計４９，８３５人であり、世帯数は、２０，５２５世帯となっています。平

成２７年国勢調査より、人口では０．８％の減となっていますが、世帯数では

２．９１％の増となっています。 

★年次別住民基本台帳登録者数（調査日は各年 4 月 1 日現在） 

年 
世帯 人    口 面積 

(ｋ㎥) 

人口密度 

(人／㎞ 2) 

★国勢調査 

世帯数 総数 男 女  平 

成 

２ 

７ 

年 

世帯 19,945 

31 21,410 49,594 24,940 24,651 

191.04 

259.6 

人 

口 

男 25,226 

R2 21,620 49,553 24,977 24,576 259.4 女 25,028 

R3 21,798 49,530 24,957 24,573 259.3 計 50,254 

R4 21,946 49,463 24,977 24,486 258.9 
令 

和 

２ 

年 

世帯 20,617 

R5 22,223 49,292 24,929 24,363 258.0 

人 

口 

男 25,161 

R6 22,400 49,177 24,928 24,249 257.4 女 24,674 

R7 22,580 49,035 24,827 24,208 256.7 
計 49,835 

R8 22,724 48,830 24,705 24,125 255.6 

   資料：住民基本台帳                   （調査日：10 月 1 日） 
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２．亀山市総合計画  
平成２９年３月に、亀山市総合計画条例に基づき、平成２９年度から９年間を計画期

間とする『第２次亀山市総合計画—グリーンプラン２０２５—』を策定し、持続的に成長

する都市を目指し、将来都市像『歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめやま』の実

現に向けたまちづくりを積極的に推進してきました。その計画が令和７年度末をもって

終了することから、今後も、将来を見据えながらまちの成長力や住み良さを一層高めて

いくため、令和８年３月に令和１５年度までを計画期間とした第３次総合計画が策定さ

れました。 

その構成は、市の将来像などを示す「基本構想」、その構想を具現化するため

の施策の方向及び重点的に取り組む分野や戦略を示す「基本計画」、さらに基本

計画に位置づけされた施策を推進するための主要事業を明らかにする「実施計画」

の３層で構成されています。 

基本構想において将来都市像を「人とまちの輝きが未来を創る 緑の健都 かめや

ま」として示し、まちづくりの基本方針を「多彩なつながりで地域幸福度を高めるま

ちづくり」と位置付けています。また、この将来都市像の具現化に向けて、前期基

本計画における重点的かつ分野横断的な取り組みとして、「重点プロジェクト」を位置

付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の大綱 

（１）まちの活力とにぎわいの向上 

 （２）子どもたちの成長と学びを支える環境の充実 

 （３）自然との共生と次世代への継承 

 （４）健やかで生き生きと活躍できる社会の形成 

 （５）安全で快適な生活空間の創出 

 （６）多様な連携と交流によるまちの活性化 

 （７）行政経営 

 

教育分野の主な基本施策 

・学校教育の推進と学習環境の充実 

・スポーツの推進 

・生涯学習の推進 

 

  ※第３次亀山市総合計画の計画期間 

   基本構想 令和８年度～令和１５年度（８年） 

   基本計画 前期 令和８年度～令和１１年度（４年） 

        後期 令和１２年度～令和１５年度（４年） 

         

 

 

Ｋ２プロジェクト 

 ・未来デザインプロジェクト（交通拠点×新産業×交流） 

 ・緑の環プロジェクト（自然環境×流域×ＱＯＬ） 

 ・健康・文化創造キラリプロジェクト（健康×文化×地域） 

 ・「教育のまち亀山」ＤＮＡ継承プロジェクト 

           （子ども×つながり×コミュニティ） 
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第 ２ 章  教 育 行 政               
国や県の動きを注視しつつ「亀山市教育大綱」の基本理念「学びあふれる教育のまち か

めやま」の具現化に向け、「亀山市学校教育ビジョン」、「亀山市生涯学習計画」及び「亀

山市スポーツ推進計画」に基づき、それぞれの事業に取り組みます。 

 

１．亀山市教育大綱（令和４年度～令和８年度） 

   教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項の

規定に基づき、亀山市の目指す教育の実現に向けた基本理念及び基本方針を明

らかにするために策定されたものです。策定に当たっては、第２次亀山市総合

計画や亀山市学校教育ビジョンなど関連する分野別計画との整合が図られてい

ます。 

基本理念 

学びあふれる教育のまち かめやま 

～豊かな自然と歴史文化の中で、「ふるさと亀山」を受け継ぎ未来を拓く学び～ 

基本方針 

基本理念の具現化を図るため、教育・文化に関する各分野の施策を進める基

本的な考え方として、５つの方針を定めます。 

（１）未来を拓く子どもたちの豊かな学びの実現 

（２）地域とともにある学校づくり 

（３）生涯を通じた学びの充実 

（４）地域の文化を生かした活動・交流による新たな文化の創造 

（５）「ふるさと亀山」を誇り、受け継ぐ地域づくり 

 

２．亀山市学校教育ビジョン（計画期間 令和４年度～令和８

年度） 

（１）めざす子どもの姿 

 

 

「可能性に挑み」・・・ 

変化を前向きに受け止め、失敗を恐れずに、夢や可能性に挑む子 

「Society５.０時代」の到来などの劇的な時代変化があっても、変化を前向きに受

け止め、一人ひとりが自分らしく輝くためには、まず自分のよいところや可能性、さ

らには、短所を含めて自分自身だということを認識することが大切です。また、子ど

もたち一人ひとりは多様な可能性をもった存在であり、幅広い経験を重ねながら、そ

れぞれが得意分野の能力を伸ばすことが求められています。子どもたち一人ひとりが、

自ら学び、鍛え、夢や可能性に挑み続け、最後まで粘り強くやり遂げ、よりよい社会

と幸福な人生を自ら作り出していく力が必要です。 

「人とつながり」・・・ 

  積極的に他者と関わり、認め合い、つながる子 

自分以外の人にもそれぞれによいところがあり、多様な人々がいることを理解し、

あらゆる他者を価値のある存在として尊重することにより、みんなが共に認め合い、

つながり、支え合えるようになることが求められています。誰もが心豊かに生き生き

と活躍し続けられるためには、自ら進んで、様々な人と積極的に関わり、関わりを楽

『可能性に挑み 人とつながり 未来を創る「亀山っ子」』 
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しみ、協働しながら様々な社会的変化に対応し、持続可能な社会の創り手となる力が

必要です。 

「未来を創る」・・・ 

先端技術を駆使しながら感性を働かせ、亀山の豊かな自然や歴史文化を誇りに思う子 

予測困難な時代であっても豊かな人生を送るためには、自ら進んで関わり、広く想

像し深く思考して主体的に行動するとともに、地域や社会と積極的に関わりながら資

質・能力を身に付けることが求められています。そして、人間ならではの感性を働か

せ、１人１台端末や電子的な教材等の先端技術を駆使しながら、地域や社会、世界に

向き合い関わり合う中で、豊かな自然や歴史文化に触れ、さまざまなものに感動する

心をもつとともに、ふるさと「亀山」を誇りに思えることが必要です。 

（２）教育スローガン 

亀山っ子一人ひとりの可能性を引き出そう！ 

～「チーム亀山」でふるさとから世界へ～ 

本市の教育がめざす子どもの姿の実現に向けては、これまで取り組んできた教育を

大切にしながら、次の２つを基本姿勢として、次章に掲げる教育施策を展開していき

ます。 

    本市は、固有の歴史や文化と四季折々の豊かな自然に恵まれたまちです。先人たち

が知恵と工夫をかさね、この地を切り拓き、歴史や文化、豊かな自然が連綿と受け継

がれてきました。 

「『亀山っ子』市民宣言」のもと、学校・家庭・地域・行政等とそれぞれ立場や役割

がちがっても、「亀山っ子」を育むという同じ目標に向かって、自覚し、行動する「チ

ーム亀山」として、つながり、力を合わせていかなければなりません。 

グローバル社会において、世界の誰とでもつながり、どこででも自分らしく生きる

ことができることを大切にします。   

幼児期から、生涯にわたる学びを意識し、学校・家庭・地域住民や行政等といった、 

「亀山っ子」に関わる全ての大人が一丸となって「チーム亀山」として複雑化・多様

化している教育課題に取り組み、子どもたちに寄り添い、連続性をもたせながら、本

市教育の推進に取り組みます。 

【基本姿勢１】誰一人取り残さず 誰もが自分らしく生きる 

家庭の経済状況や障がいの有無、国籍等に関わらず、すべての子どもたちが「亀山

で学んでよかった」「亀山でもっと学びたい」と思い、自分らしくいられるよう、一人

ひとりの状況に応じた教育を推進します。そのために、学校教育に関わる者は、こう

した意識に立って、情熱と誇りをもち、子どもたちに関わり続けます。 

【基本姿勢２】豊かな地域資源とつながり 共に歩む 

子どもたちが、積極的に「ひと」「もの」「こと」とかかわる、つながることができ

る機会をつくり、協働しながら困難な課題を乗り越えていけるよう、子どもたちの今

を支え、未来を創り、豊かなものにします。そのために、学校教育に関わる者は、積

極的に子どもたちが地域資源とつながるような教育活動を展開します。 

（３）基本施策と施策 

基本施策Ⅰ 夢や可能性に挑むための「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」

の育成 

【めざす姿】 

子どもたちが、知識・技能、思考力・判断力・表現力等の確かな学力」、命を大切にする

心や他者への思いやり等の「豊かな心」、心身の健康や体力等の「健やかな身体」を育み、

自分のよさや可能性を認識し、失敗を恐れずに夢や可能性に挑むために必要な力を身につ

けています。 
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【基本的な考え方】 

夢や可能性に挑むために必要な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」を身につけ、

「学びに向かう力・人間性等」を高め、他者と協働しながら主体的に探究していく学びの

充実を図ります。そして、生命を大切にする心や他者を思いやる心、自分と他者の人権を

守るための実践行動ができる力を身につけることができるための取組を行います。 また、

想像力や思考力を高め豊かな感性を育む読書の取組や、感性や情操を磨き豊かな人間性を

身につけるための文化芸術に親しむ取組を推進します。さらに、就学前教育、小学校教育、

中学校教育という学びの連続性を意識した教育活動を各発達段階に応じて展開します。 

【施策】 

①学力の向上 

②人権・道徳教育の推進 

③読書活動・文化芸術活動の推進 

④健やかな身体の育成 

⑤就学前教育の充実 

基本施策Ⅱ 新しい時代を生き抜く力の育成 

【めざす姿】 

子どもたちが、急速な技術革新等により変化が激しく予測困難な社会にあっても、変化

を前向きに受け止め、社会の一員としての自覚と責任をもち、自らの感性や創造性を発揮

して、たくましく生き抜く力や協働しながら豊かな未来を創っていく力を身につけていま

す。 

【基本的な考え方】 

子どもたちが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら学び、社会的・

職業的自立に必要な資質・能力を育むために、学習と社会のつながりを意識した教育

の推進を図ります。 また、子どもたちが、グローバルな視野と志をもち、多様な人

とのコミュニケーション・協力を通じて、異なる文化を理解し、語学力やコミュニケ

ーション能力等を高め、将来、世界にあっても、地域にあっても、活躍できる力を育

むための取組を推進します。 さらに、国が提唱する「GIGA スクール構想」の実現に

向けた取組や接続可能な開発のための教育（ESD）等新しい時代の教育を取り入れ、新

たな価値を創造できる資質・能力を育成します。 

【施策】 

①主体的に社会を形成する力の育成 

②グローバル社会で活躍できる力の育成 

③情報社会で活躍できる力の育成 

基本施策Ⅲ 一人ひとりの学びを支える教育の推進 

【めざす姿】 

教育的支援が必要な子どもたちが、一人ひとりの教育的ニーズに応じた学びの場に

おいて、継続的な指導・支援を受けることにより、自立と社会参画のために必要な力

を身につけています。また、児童生徒同士が、互いに尊重し合う態度を身につけ、安

心して学んでいます。 

【基本的な考え方】 

特別な教育的支援を必要とする子どもたちの一人ひとりの教育的ニーズに応じた学

びを支え、就学前から卒業後までの切れ目のない支援を充実する各施策を展開し、希

望する進路を実現するとともに、地域の中で豊かに自分らしく生活していくことをめ

ざして取り組んでいきます。また、外国人児童生徒においては、文化や生活習慣の違

い、言葉が通じないことから生じる不安や悩みに寄り添った対応をしながら、日本語

力や学力等、地域社会で生きていくための基礎を培うとともに保護者に対しても学校
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生活や進路等に係る情報を伝えていきます。さらに、不登校はどの子どもたちにも起

こり得るものであるという認識のもと、休養性を考慮して寄り添いながら、不登校児

童生徒の意思を尊重し、将来の社会的自立に向けて個々の状況に応じた支援を行って

いきます。 

【施策】 

    ①特別支援教育の推進 

    ②外国人児童生徒教育の推進 

    ③不登校児童生徒への支援 

基本目標Ⅳ 子どもの未来を拓く学びの場づくり 

【めざす姿】 

教育的に不利な環境にある子どもたちへの支援を進め、すべての子どもたちが安心

して学ぶことができる環境が整っています。また、いじめ防止の取組やその解決に向

けた組織的な対応、防災対策・防災教育、通学路等の安全対策等が充実しています。 

【基本的な考え方】 

家庭の経済的・文化的な環境等に関わらず、子どもたちが意欲的に学ぶことができるよ

うにするとともに、学校内外における子どもたちの安心・安全の確保に向けた各施策を展

開し、すべての子どもたちが安全で安心して学校生活を送り、学びに向かい、夢や希望を

実現していけることをめざして取り組んでいきます。また、いじめは、どこの学校でも起

こりうるものであるという認識のもと、いじめを積極的に認知することや、いじめられて

いる子どもの立場に立ち、認知したいじめの早期解決に向けて取り組みます。 

【施策】 

①学びのセーフティーネットの充実 

    ②子どもたちの安心・安全の確保 

    ③防災教育・防災対策の充実 

    ④学校教育環境の充実 

基本目標Ⅴ 学びを支えるあたたかさあふれる学校づくり 

【めざす姿】 

学校と保護者・地域の方々が、一体となった教育活動が進められ、子どもたちの学

びと育ちを地域全体で支える体制が整っています。また、学校の特色化・魅力化が進

むことや、教職員が指導力を高め、情熱と誇りをもって子どもたちと関わり、地域資

源とつながりながら指導を実践することで、すべての学校が子どもたちが主体的に学

び、豊かな人間性や学ぶ力を育む教育が行われ、保護者・地域の方々から信頼を得て

います。 

【基本的な考え方】 

教職員の働き方改革を進めるとともに、不断の研修を通して、教育的愛情・コンプ

ライアンス意識・コミュニケーション力等の素養や授業力・生徒指導力・学校組織運

営力等の専門性を高めます。また、保護者や地域の方々が学校運営に参画し、共に知

恵を出し合い、その地域ならではの特色を生かした学校づくりを進めます。 

さらに、家庭教育はすべての教育の原点であることから、家庭教育を支える取組を

推進します。そして、子どもたちが豊かな自然や歴史文化に触れながら、ふるさと「亀

山」について理解を深め、考え、主体的に地域とかかわる力を育成する取組を推進し

ます。 

【施策】 

①学校力・教師力の向上 

    ②教職員の働き方改革の推進 

    ③学校運営協議会を核とした地域との協働 

    ④家庭教育力の向上 
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    ⑤「亀山」の自然と歴史文化を活用した教育の推進 

 

３．亀山市生涯学習計画（計画期間 令和４年度～令和８年度） 

（１） 基本理念 

 

 

（２） 基本目標 

基本目標 『学び』の成果が生かされ、一人ひとりが輝く亀山市 

（３）めざす姿と基本施策 

基本目標に対して、具体的な施策・事業を推進し、それを形のあるものとす

るため、めざす姿とその基本施策を次のとおりとします。 

めざす姿１ 地域を愛し、まちの魅力を誇れる「学び」 

次世代に向けた地域への愛着心を育むため、自然・歴史文化などのまちの 

魅力を共有するとともに、まちの魅力を次世代へ継承し地域への誇りを高める

取り組みを行います。 

また、亀山市がめざす健康都市を実現するための多様な学びを進めます。 

【基本施策】 

①まちの魅力を共有する「学び」の推進 

②自然と歴史文化を守り伝える「学び」 

   ③「健康都市」の実現に向けた「学び」 

   ④「地域の学び」の推進 

めざす姿２ 地域と一体的に推進する、子育てを支える「学び」 

「『亀山っ子』市民宣言」の具現化や「かめやまお茶の間 10 選（実践）」の

浸透・定着に取り組むことにより、地域と一体的に子どもを育てる環境づくり

を進めるとともに、家庭・地域の教育力を育む学びを一体的に展開します。 

【基本施策】 

   ①地域・家庭の学びの展開 

   ②地域で支える子育ての学びの展開 

   ③『亀山っ子』市民宣言の具現化 

めざす姿３ 地域で活躍する人材を育む「学び」 

かめやま人キャンパスを核とした学習体系を充実し、大学や研究機関・行政

関連部署との連携を進めながら、主体的に地域課題を見つけ、その課題の解決

に取り組む人づくりや仲間づくりを進めることで地域の活性化につなげるとと

もに、学び手から学びの担い手となる学びの循環を創出します。 

 【基本施策】 

①かめやま人キャンパスを核とした学びの循環の創出 

   ②学びの循環による地域活動の推進 

③地域産業に参画する人材の育成 

④高等教育機関等との連携 

めざす姿４ ともに学びあう、学びの環境づくり 

図書館を核として学びや交流、読書活動の拠点を整備するとともに、誰一人取り残

さない学びの環境づくりを展開することで、お互いを尊重し誰もが活躍できる社会環

境づくりを推進します。また、情報ツールを活用し、誰もが学びの情報を得ることが

できる環境を充実させます。 

 

豊かな自然と歴史文化の中で深まる学びと交流 
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【基本施策】 

①図書館を核とした市民読書環境の充実 

②図書館を核とした市民活動の推進 

③個が生かされる地域社会づくり 

④学びの成果を生かしたネットワークづくり 

⑤情報ツールを活用した学びの充実 

 

４ 亀山市スポーツ推進計画（令和４年度～令和８年度） 
（１）目指す姿 

市民がスポーツを通じて、生涯にわたって心身ともに健康な生活を送り、ま

た、その技術や記録の向上を目指してスポーツを楽しんでいます 

（２）基本施策と施策の内容 

目指す姿を実現するため、計画期間内に取り組む４つの基本施策を位置付け、それぞ

れに成果指標を設定します。 

  基本施策：スポーツ活動の充実 

   １．誰もが参加できるスポーツ実施機会の充実 

  【施策の内容】 

   ●ライフステージに応じたスポーツ実施機会の提供 

   ●障がい者のスポーツ参加の推進 

   ●女性のスポーツ参加の推進 

   ●総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

   ●新たなスポーツスタイルへの支援 

   ２．子どものスポーツ環境の充実 

  【施策の内容】 

   ●学校体育活動の充実 

   ●身近で安心安全なスポーツや運動の場づくり 

   ●ジュニアスポーツの機運向上と活性化 

  基本施策：スポーツを支える力の促進 

   ３，スポーツ団体や指導者の育成と競技力の向上 

 【施策の内容】 

   ●各種スポーツ団体の育成・支援 

   ●指導者の育成支援と登録・活用 

   ●スポーツ推進委員の活動の充実 

   ●競技スポーツレベルの向上 

   ●スポーツ医・科学の活用 

  基本施策：スポーツ文化の浸透 

   ４．スポーツ情報提供の充実 

  【施策の内容】 

   ●スポーツ情報内容の充実 

   ●各種情報媒体を活用した情報発信 

   ５．競技スポーツを身近に感じられる機会の創出 

  【施策の内容】 

   ●市内のスポーツ大会を盛り上げる機運の醸成 

   ●スポーツの魅力発信 

   ●スポーツイベントの開催に向けた企画 
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  基本施策：スポーツのまちづくりと拠点整備 

   ６．スポーツを活用した地域活性化 

  【施策の内容】 

   ●地域経済や観光との連携 

   ●健康増進や介護予防等との連携 

   ７．スポーツ施設の整備と利用促進 

  【施策の内容】 

   ●市民ニーズに応じた運動施設の充実 

   ●運動施設の利便性の向上、施設利用の促進 

   ●学校運動施設や公園の有効活用 

 

５．使命・目標 

（１）使命・目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施方針 

①快適な学校環境の整備と学校給食を通じた食育や健康教育に取り組みます。 

・市内小中学校の特別教室への着実な空調設備の整備や、市内小学校における民間

施設を活用したプール授業の開始などにより、教育環境の向上・確保に努めます。 
・学校施設長寿命化の検討を進めるとともに学校施設の適切な修繕を行い、安全で

快適な教育環境の維持に努めます。 

・亀山中学校及び中部中学校において、民間給食センターへの給食調理委託により

市内全小中学校同一献立の給食を実施し、すべての児童生徒に安全・安心な学校

給食を安定的に提供します。 

・「かめやまっ子給食」の継続、新たな食育プログラムの検討・策定など生涯の健康

を支える食習慣につなげる食育や、自己調整力を育む健康教育に取り組みます。 

 

 

 

 

・児童生徒用の一人一台端末の更新をはじめとしたＩＣＴ環境の一層の充実を進め、

ＡＩ型教材の有効活用などに取り組み、個別最適な学習定着につなげます。 

①安全・安心で快適な学校環境の整備を進めるとともに、持続可能な学校給

食の提供と食育や健康教育の推進に努めます。 

②学校教育の質を高める環境の整備と人材の育成に努めつつ、多機関との連

携を深め、すべての子どもが学び続けられる教育と個別最適な学びと協働

的な学びの一体的な充実に取り組みます。 

③学校間の連携・協力体制の強化など効率的な学校運営を図りながら、地域

の特性を生かした特色ある学校づくりを推進します。 

④子どもたちの豊かな成長に向けたチャレンジ環境や、家庭・地域における

教育力の再生による安心の子育て環境の充実に努めるとともに、生涯学習

を通じて地域課題の解決と人材育成の推進に取り組みます。 

⑤「する・見る・支える・集まる・つながる」というスポーツの持つ幅広い

効果の発現に向け取り組みを進め、地域の活性化や社会課題の解決につな

げます。 

⑥学びの場からつながる場としての図書館の役割と魅力を向上させるととも

に、図書館を核とした読書活動の推進を図ります。 

 

 

 

②新たに教育推進課を設置し、教育現場の業務負担の軽減や人材育成などによ

る教育の質の向上と、多様な状況や家庭環境への多機関と連携した支援に取

り組みます。 
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・学習環境に課題を抱える児童生徒への多様な状況に応じた学習支援の環境・体制

の充実を図ります。 

・一人ひとりの特性や事情に応じた不登校等への支援や特別支援教育の充実に加え、

教福連携はもとより関係機関との多機関連携も強化し、包括的な体制による支援

に努めます。 

・多様性を認め合う人権教育の総合的・系統的な推進と、いじめや問題行動の未然

防止・早期対応に努めます。 

 

 

 

・学校間の連携・協力体制の強化や学校の特色を意識した学校運営に取り組みます。 

・教職員が心身ともに健康で教育にあたれる環境づくりを進め、業務に集中できる

時間や子どもと向き合うための時間を十分確保することにより、質の高い教育の

実現に取り組みます。 

・地域に信頼される学校に向け、保護者や地域住民の参画による学校運営委員会で

の熟議を通じ、地域とともにある学校づくりを進めます。 

 

 

 

・各学校区において、放課後子ども教室の取り組みを通じて子どもたちの情操・社

会性の育成と豊かな体験機会の提供に取り組みます。 

・地域で子どもを育てる文化や家庭・関係団体等における教育課題への意識の醸成

に取り組み、地域・家庭の 教育力の向上を図ります。 

・関係機関との連携のもと、家庭・学校・地域が一体となって青少年の社会参加意

識の醸成や健全育成に取り組みます。 

・自然・歴史・文化等の地域資源を生かした学習機会と、市民が学びにアクセスし

やすい環境の提供などにより、チャレンジ環境の充実を図りつつ学び手から担い

手への循環を促進します。 

  

 

 

 

・令和９年度の休日の中学校部活動の地域展開等に向け、学校や市民文化部と連携

しながらスポーツ団体・文化芸術団体等と協議・調整を加速させます。 

・家庭、学校、地域、スポーツ団体等と連携して、誰もが身近で気軽にスポーツや

運動に親しめる環境づくりに取り組みます。 

・運動施設の適切な施設管理に努め、安全で快適な利用環境を維持するとともに、

新たな予約システムの導入など施設の利便性の向上を図り、施設利用を促進しま

す。 

・スポーツ活動を行う団体の活動や有望な競技者の全国大会等の出場への支援等に

より、スポーツ団体の育成やジュニアスポーツの機運向上と活性化に取り組みま

す。 

 

 

 

 

・交流できる居場所としての機能を高めつつ、読書バリアフリーの視点も取り入れ

③少子化に伴う児童数の減少を見据えた効率的な学校運営に取り組みながら、

地域の特性を生かした特色ある学校づくりの推進を図ります。 

④地域全体で子どもを育む風土と家庭の学びの醸成を図りつつ、生涯学習を通

じた地域課題の解決と人材の育成につなげる取り組みを進めます。 

 

⑤様々な活動機会の提供やスポーツを通じた地域の活性化、既存運動施設の計

画的な改修など、スポーツの持つ幅広い効果の発現に向けた取り組みを進めま

す。 

 

 

⑥誰もが本に親しみ、交流できる居場所として図書館の機能を高めるととも

に、快適な読書環境の維持や地域等との意見交換を通じた読書活動の推進に取

り組みます。 
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た誰もが使いやすい読書環境づくりに努め、利用者ニーズに応じた図書館サービ

スの向上を図ります。 

・図書館ボランティアや市民活動団体との協働により、地域ぐるみで読書に親しめ

る環境づくりを進めます。 

・令和１０年に迎える図書館開館１００周年への機運を段階的に盛り上げつつ、図

書館に求められる役割や魅力を向上させ、利用者のさらなる拡大を図ります。 
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６．学校（園）教育目標 

亀 山 幼 稚 園 心身ともに健康で、情操豊かな思いやりのある子どもの育成 

亀 山 東 幼 稚 園 心身ともに明るく健康で、情操豊かな子どもの育成 

井 田 川 幼 稚 園 心身ともに明るく健康で、情操豊かな子どもの育成 

み ず ほ 台 幼 稚 園 心身ともに健康で、明るく情操豊かな思いやりのある子どもの育成 

亀 山 西 小 学 校 

確かな学力・豊かな心・健やかな体を育み、家庭・地域とと

もに歩む活気のある学校 

～さまざまな文化や郷土亀山への理解を通して育んだ多様性

を地域で活かす教育実践の推進～ 

亀 山 東 小 学 校 
地域の中で生き生きと学び  豊かな心をもって  よりよく生

きる子どもの育成 

昼 生 小 学 校 子どもに夢を 保護者に安心を 地域に希望を 

川 崎 小 学 校 ふれあいを通して人と人がつながり、学びにあふれる学校  

野 登 小 学 校 地域とともに 仲間とともに 生き生きと活動する子の育成 

白 川 小 学 校 
であい、ふれあい、そして未来へ 

～自分を発揮し、求め続ける白川っ子の育成～  

神 辺 小 学 校 自ら学び、心豊かにたくましく生きるやなぎっ子の育成  

井 田 川 小 学 校 

生き生き 笑顔で つながって  

～自ら学びつながる  豊かなこころでたくましく生きる～ 

夢豊かに しあわせに 

亀 山 南 小 学 校  のびよう ともにたくましく 

関 小 学 校  

じぶんで なかまと  ふるさとから  学ぶ  夢豊かに しあ

わせに 

～地域の「ひと・もの・こと」にふれ、みんなでわかる、自

ら取り組む子の育成～ 

加 太 小 学 校 「仲間とともに 豊かに学び 社会とつながる加太の子の育成」 

亀 山 中 学 校 
豊かな人間性とたくましい行動力を持った生徒の育成  

～人とかかわる喜びを持ち、きずなをつくる生徒へ～  

中 部 中 学 校 
「主体的に学び、 心豊かに たくましく生きる生徒の育成」 

～“深く学び合う“場の創造を目指して～ 

関 中 学 校 豊かな心を持ち、進んで行動する生徒の育成  
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７．学校（園）研究主題  

 

亀 山 幼 稚 園 
「心も体もわくわく」 

～異年齢でのかかわりの中で～ 
全領域 

亀 山 東 幼 稚 園 
みて さわって 感じる 自然体験 

～身近な人や地域とのつながりの中で育ちあう～ 
全領域 

井 田 川 幼 稚 園 

「情緒豊かに生き生きと活動する子どもを目指して」 

～異年齢交流の中で身近な人との 

つながりを深めて～ 

全領域 

みずほ台 幼稚園 

「情緒豊かに生き生きと活動する子どもを目指して」 

～複合クラスの中で身近な人との 

つながりを深めて～ 

全領域 

亀 山 西 小 学 校 
伝え合うことで様々な考え方に気づき、学びを深める 

子どもの育成 

国語科及び 

生活単元学習 

亀 山 東 小 学 校 

子どもたちの「やってみたい」を大切にした授業づく

り  

～聞く・話す活動を通してつける探究力～ 

全教科・全領域 

昼 生 小 学 校 
ともに高め合う子どもの育成  

～子どもたちが主体的に授業を進めるために～ 
算数科 

川 崎 小 学 校 

子どもの自己肯定感を育む授業づくり 

～子どもも教師も達成感を得られる 

授業研究を通して～ 

算数科 

野 登 小 学 校 
進んで表現し、学びを高め合う子の育成 

～地域の支えを実感できる授業づくりを通して～ 

生活科、総合的

な学習の時間 

白 川 小 学 校 
自ら学び、ともに伸びようとする子どもの育成 

～「白川っ子スタイル」で学び合いの授業づくり～ 
全教科・全領域 

神 辺 小 学 校 

自他を大切に認め合い、高め合える集団づくり 

～行動に移せる実践力を育み、自身の生き方につなげる

学習～ 

生活科、総合的

な学習の時間を

中心とした全領

域 

井 田 川 小 学 校 
つなげる,つながる,高め合う 

～子どもも教師も主体的に学び合うこと通して～ 
全教科・全領域 

亀 山 南 小 学 校 

考えや思いを主体的に表現する子の育成 

～「やってみたい・伝えあいたい・深めあいたい」を

めざした授業づくり～ 

特別活動 

生活科 

総合的な学習の

時間 

関 小 学 校 

やってみたい 

～問いを生み出し、考え続ける子どもを育てる 

授業づくり～ 

国語科・算数科 

加 太 小 学 校 

「伝えたい」「かかわりたい」「ひとを大切にしたい」 

と考える加太っ子の育成 

～自走力の育成をめざして～ 

算数科・自立活

動 
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８．教育委員会 

（１）教育委員会教育長・委員           （令和８年４月 1 日現在） 

（２）審議事項（令和７年４月～令和８年３月） 審議事項６８件 

【令和７年４月定例会】（令和７年４月１８日開催） 

・専決処分した事件の承認について（２１件） 

【令和７年５月定例会】（令和７年５月１２日開催） 

・令和７年６月亀山市議会定例会教育行政現況報告について 

・専決処分した事件の承認について（１件） 

【令和７年６月定例会】（令和７年６月２５日開催） 

・亀山市学校教育ビジョン改定委員会要綱の一部改正について 

・専決処分した事件の承認について（３件） 

【令和７年 7 月定例会】（令和７年７月２３日開催） 

・亀山市立学校の教育職員が地域クラブ活動に報酬を得て従事する場合の兼職兼業の 

許可に関する規程の制定について 

・亀山市学校医の委嘱について 

【令和７年第３回臨時会】（令和７年８月８日開催） 

・亀山市歴史博物館の休館について 

・令和７年９月亀山市議会定例会教育行政現況報告について 

【令和７年８月定例会】（令和７年８月２５日開催） 

・亀山市教職員研究助成金交付規程の廃止について 

・令和６年度教育に関する事務の点検・評価報告書について 

・令和７年度亀山市教育功労表彰者について 

【令和７年９月定例会】（令和７年９月２６日開催） 

【令和７年１０月定例会】（令和７年１０月２４日開催） 

・人事案件について 

   ・亀山市学校教育ビジョン改定委員会委員の委嘱及び任命について 

【令和７年第４回臨時会】（令和７年１１月７日開催） 

・令和７年１２月亀山市議会定例会教育行政現況報告について 

亀 山 中 学 校 
主体的・協働的に学ぶ生徒の育成 

～話し合いを通して学びを深める授業づくり～ 
道徳科 

中 部 中 学 校 
「互いを認めつながり合う仲間づくり」 

～主体的に生きる生徒の育成を目指して～ 
全教科・全領域 

関 中 学 校 

かけがえのない自分に自信をもち、互いの良さを認め

あい、つながり高まりあえる生徒の育成   

～一人ひとりが生き生きと学び、主体的に学ぶ授業づ

くり～ 

全教科・全領域 

役  職  氏  名  任     期  

教 育 長 中 原  博  令和 7 年 9 月 1 日～ 令和 10 年 8 月 31 日  

教育長職務代理者  若 林 喜美代 令和 5 年 2 月 22 日～ 令和 9 年 2 月 21 日  

委    員  宮  村 由 久 令和 6 年 3 月 28 日～ 令和 10 年 3 月 27 日  

委    員  吉 岡 洋 子 令和 7 年 2 月 22 日～ 令和 11 年 2 月 21 日  

委    員  大 平 雅 章  令和 8 年 2 月 22 日～ 令和 12 年 2 月 21 日  
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【令和７年第５回臨時会】（令和７年１１月１４日開催） 

【令和７年１１月定例会】（令和７年１１月２５日開催） 

・亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（加太小学校） 

【令和７年第６回臨時会】（令和７年１２月１日開催） 

【令和７年１２月定例会】（令和７年１２月２３日開催） 

・亀山市学校給食費徴収規則の一部改正について 

【令和８年１月定例会】（令和８年１月２６日開催） 

・専決処分した事件の承認について（３件） 

【令和８年第 1 回臨時会】（令和８年２月４日開催） 

・令和８年度教育行政一般方針について 

・人事案件について 

【令和８年２月定例会】（令和８年２月２４日開催） 

・人事案件について（２件） 

【令和８年第２回臨時会】（令和８年３月１９日開催） 

・人事案件について 

【令和８年３月定例会】（令和８年３月２５日開催） 

・亀山市教育委員会組織・機構再編に伴う関係規則の整理に関する規則の制定につい 

 て 

・亀山市教育委員会組織・機構再編に伴う関係要綱の整理に関する要綱の制定につい 

 て 

・亀山市スポーツ推進委員規則の制定について 

・亀山市運動施設等条例施行規則の制定について 

・亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例施行規則の制定について 

・亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の制定について 

・亀山市公共施設予約システムの利用に関する規則の制定について 

・亀山市立学校体育施設の開放に関する規則の制定について 

・亀山市スポーツ競技全国大会等出場者に対する激励金支給要綱の制定について 

・亀山市全国大会出場旅費補助金交付要綱の制定について 

・亀山市総合型地域スポーツクラブ育成補助金交付要綱の制定について 

・亀山市立学校職員安全及び衛生管理に関する規程の一部改正について 

・亀山市歴史博物館条例施行規則の廃止について 

・亀山市歴史博物館運営委員会要綱及び亀山市歴史博物館専門委員会要綱の廃止につ 

いて 

・亀山市カリキュラム・マネジメント検討会議設置要綱の廃止について 

・令和８年度亀山市教育関係職員の研修方針について 

・亀山市立小中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について 

   ・亀山市図書館サービス実施計画の改定について 

・亀山市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

・亀山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

・亀山市社会教育関係団体補助金交付要綱の一部改正について 

 

 

 

 

 

※令和７年度規則等の制定、一部改正等の状況 

種 別 制 定 一部改正 廃 止 

規 則 ７ １ １ 

規 程 １ １ １ 

要 綱 ４ １ ３ 

その他 － －  － 
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９．社会教育委員 

（１）社会教育委員                 （令和８年４月 1 日現在） 

役 職 氏 名 任 期 

委 員 長 森 下 勇 司 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

副 委 員 長 河 原   孝 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

委 員 宮 﨑 つた子 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

委 員 田 邉 弥 生 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

委 員 下 重 智 子 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

委 員   谷  慶 子 令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

委 員 加 藤 尚 大   令和 7 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

（２）会議での協議事項（令和７年４月～令和８年３月） 協議事項８件 

【第１回会議】(令和７年５月１２日開催） 

 ・「かめやまお茶の間 10 選（実践）」強化週間について 

・「地域・家庭の教育力の向上」についての提言に向けて 

【第２回会議】(令和７年７月１１日開催） 

・「かめやまお茶の間 10 選（実践）」強化週間について 

・「地域・家庭の教育力の向上」についての提言に向けて 

【第３回会議】(令和７年９月２９日開催） 

・「地域・家庭の教育力の向上」についての提言 中間（案）について 

【第４回会議】(令和７年１１月２０日開催） 

 ・「地域・家庭の教育力の向上」についての提言「はじめに」及び最終（案）につい

て 

【第５回会議】(令和８年２月９日開催） 

・「地域・家庭の教育力の向上」についての提言（案）について 

【第６回会議】(令和８年３月３日開催（書面開催）） 

・令和７年度社会教育委員会議の総括及び次年度の取組について 
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１０．事務局・教育機関等  
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１１．事務分掌  
                     （令和８年４月１日現在） 

課・グループ名 事  務  分  掌 

教育総務課 

総務・保健給食グル

ープ 

正規職員１０人 

（内育児休業中１

人） 

会計年度任用職員４人 

 

（１）教育委員会の会議に関すること。 

（２）教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 

（３）秘書、儀式及び表彰（県費負担職員を除く。）に関すること。 

（４）文書等の収発及び公印の管理に関すること。 

（５）公告式に関すること。 

（６）教育委員会所管職員（県費負担職員を除く。）の人事及び給与に

関すること。 

（７）公立学校共済組合に関すること。 

（８）課及び学校の予算の調整並びに執行に関すること。 

（９）教育財産の取得の申出に関すること。 

（１０）学校及び学校給食施設の建設計画に関すること。 

（１１）学校及び学校給食施設の設置、変更、管理及び廃止に関するこ

と。 

（１２）補助執行に関すること。 

（１３）請願及び陳情に関すること。 

（１４）広報及び渉外に関すること。 

（１５）教育行政に関する相談に関すること。 

（１６）教育調査及び統計に関すること。 

（１７）小学校用スクールバスの運行に関すること。 

（１８）学校保健及び衛生に関すること。 

（１９）就学援助及び就学奨励に関すること。 

（２０）学校給食に関すること。 

（２１）亀山市関学校給食センターの運営に関すること。 

（２２）独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

（２３）事務局内の庶務に関すること。 

（２４）事務局の他の課に属しないこと。 

学校教育課 

学事教職員グループ 

正規職員３人 

会計年度任用職員４人 

 

（１）教育関係職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。 

（２）学級編制及び教職員組織に関すること。 

（３）教育職員の免許に関すること。 

（４）教育職員の表彰に関すること。 

（５）課及び学校の予算の調整及び執行に関すること。 

（６）学校の管理運営に関すること。 

（７）就学に関すること。 

（８）通学区域に関すること。 

（９）事務の共同実施に関すること。 

（１０）学校運営協議会に関すること。 

教育推進課 

支援推進グループ 

正規職員４人 

会計年度任用職員３人 

 

（１）学校教育の指導及び助言に関すること。 

（２）学校教育の指導面に係る調査及び研究に関すること。 

（３）教育課程及び教育計画に関すること。 

（４）学習支援に関すること。 

（５）就学前教育に関すること。 

（６）教材備品に関すること。 

（７）教科用図書に関すること。 

（８）学校図書館に関すること。 
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課・グループ名 事  務  分  掌 

教育推進課 

研究推進グループ 

正規職員４人 

会計年度任用職員３人 

 

（１）教育関係職員の研修に関すること。 

（２）教育に必要な教育資料の収集及び提供に関すること。 

（３）特別支援教育に関すること。 

（４）学校における人権教育に関すること。 

（５）情報教育に関すること。 

（６）就学指導に関すること。 

（７）生徒指導及び進路指導に関すること。 

（８）教育相談及び適応指導に関すること。 

（９）部活動に関すること。 

生涯学習課 

社会教育・スポーツ

グループ 

正規職員６人 

会計年度任用職員５人 

 

中央公民館 

会計年度任用職員５人 

 

青少年総合支援センター 

会計年度任用職員４人 

 

鈴鹿峠自然の家 

会計年度任用職員 7 人 

（１）生涯学習の推進に係る企画及び調査研究に関すること。 

（２）社会教育委員に関すること。 

（３）成人教育及び家庭教育に関すること。 

（４）社会教育関係団体に関すること。 

（５）社会教育関係施設の設置、変更、管理、運営及び廃止に関す

ること。 

（６）公民館活動に関すること。 

（７）青少年の健全育成に関すること。 

（８）青少年総合支援センターの運営に関すること。 

（９）ユネスコに関すること。 

（１０）スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。 

（１１）スポーツ推進委員に関すること。 

（１２）スポーツ関係事業の計画及び実施に関すること。 

（１３）学校体育施設の開放に関すること。 

（１４）スポーツ及びレクリエーション団体に関すること。 

（１５）亀山市運動施設等、亀山市関総合スポーツ公園多目的グラ

ウンド及び亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センターに関すること。 

図書館 

正規職員５人 

 

（１）図書館事業の調整及び運営に関すること。 

（２）図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

（３）図書館資料の受入れ、整理及び保存に関すること。 

（４）図書館資料の貸出し、返却等利用に関すること。 

（５）読書相談等に関すること。 

（６）図書館協議会に関すること 

（７）その他図書館の設置目的を達成するために必要な事業に関

すること。 
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【補助執行事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 補  助  執  行  事  務 

市民文化部文化課 （１）文化財の保護に関すること。 

総務財政部総務課 （１）市立幼稚園の職員の人事及び給与に関すること。 

（２）市立幼稚園の職員の厚生及び福利に関すること（公立学校

共済に関することを除く。）。 

子ども未来部 

子ども政策課 

（１）市立幼稚園に係る教育委員会規則等の制定又は改廃に関す

ること。 

（２）市立幼稚園の管理運営に関すること（教育課程及び指導助

言に関することを除く。）。 

（３）市立幼稚園の施設の設置、変更、管理及び廃止に関するこ

と。 

（４）市立幼稚園の園児の入園、転園及び退園に関すること。 

（５）市立幼稚園の保健及び衛生に関すること。 

（６）市立幼稚園に係る教育職員の免許に関すること。 
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１２．教育予算 

（1）令和８年度一般会計当初予算             （単位：千円） 

歳 入 予 算 歳出予算 

科   目 予 算 額 
構成比 

(％) 
科   目 予 算 額 

構成比 

(％) 

市税 10,904,400 47.6  議会費 230,430 1.0 

地方譲与税 238,900 1.0  総務費 2,423,141 10.6 

利子割交付金 17,100 0.1  民生費 9,026,064 39.4 

配当割交付金 86,400 0.4  衛生費 2,594,357 11.3 

株式等譲渡所得割交付金 117,700 0.5  労働費 13,296 0.1 

法人事業税交付金 174,700 0.8  農林水産業費 606,646 2.7 

地方消費税交付金 1,390,000 6.1  商工費 661,950 2.9 

ゴルフ場利用税交付金 100,000 0.4  土木費 2,028,185 8.9 

環境性能割交付金 1,000 0.0  消防費 807,254 3.5 

地方特例交付金 105,000 0.5  教育費 2,575,559 11.3 

地方交付税 2,247,700 9.8  公債費 1,816,264 7.9 

交通安全対策特別交付金 4,000 0.0  諸支出金 23,854 0.1 

分担金及び負担金 290,559 1.3  予備費 70,000 0.3 

使用料及び手数料 211,766 0.9  

  

  

  

  

  

  

国庫支出金 3,431,586 15.0  

県支出金 1,814,986 7.9  

財産収入 104,207 0.5  

寄付金 60,522 0.3  

繰入金 661,790 2.9  

繰越金 50,000 0.2  

諸収入 309,284 1.4  

市債 555,400 2.4  

計 22,877,000 100.0  計 22,877,000 100.0  
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（２）令和８年度教育費科目別歳出当初予算額（対前年比）（単位：千円） 

科  目 
令和８年度 

構成比(％) 
令和７年度 

構成比(％) 
比  較 

 Ａ Ｂ  (A－B) 

教 育 費 2,575,559 100.0 2,312,180 100.0 263,379 

 教育総務費 175,508 6.8 164,868 7.1 10,640 

   教育委員会費 3,022   3,022   0 

   事務局費 172,486   161,846   10,640 

 小学校費 601,639 23.4 656,610 28.4 △54,971 

   学校管理費 562,240   603,598   △41,358 

   教育振興費 39,399   53,012   △13,613 

 中学校費 374,487 14.5 443,346 19.2 △68,859 

   学校管理費 336,183   409,603   △73,420 

   教育振興費 38,304   33,743   4,561 

 幼稚園費 161,238 6.3 158,747 6.9 2,491 

   幼稚園費 161,238   158,747   2,491 

 社会教育費 581,340 22.6 566,465 24.5 14,875 

  社会教育総務費 180,756   171,536   9,220 

   文化財保護費 19,413   15,505   3,908 

   公民館費 16,088   15,664   424 

   図書館費 138,162   138,939   △777 

   遺跡調査費 33,420   31,147   2,273 

   博物館費 22,505   21,501   1,004 

   文化振興費 111,848   107,704   4,144 

   町並み保存費 59,148   64,469   △5,321 

 保健体育費 167,773 6.5 163,662 7.1 4,111 

   社会体育費 17,834   17,511   323 

   体育施設費 97,651   97,160   491 

   学校給食費 52,288   48,991   3,297 

 青少年対策費 15,657 0.6 15,930 0.7 △273 

   青少年対策費 15,657   15,930   △273 

 教育研究費 497,917 19.3 142,552 6.1 355,365 

   教育研究費 497,917   142,552   355,365 
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（３）グラフで見る教育予算 

【令和８年度一般会計予算における教育費の割合】 

 

【令和８年度教育費の各科目別割合】 



24 

 

 

【教育予算（当初）の推移】  

(単位：千円）          

 

 

 

                                  （単位：千円） 

科  目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 教 育 費 3,142,961 2,417,080 2,599,802 2,312,180 2,575,559 

 教育総務費 154,227 148,625 216,261 164,868 175,508 

 小学校費 605,814 677,306 720,179 656,610 601,639 

 中学校費 191,554 204,895 224,168 443,346 374,487 

 幼稚園費 269,780 261,783 258,597 158,747 161,238 

 社会教育費 1,496,888 647,112 604,910 566,465 581,340 

 保健体育費 192,854 236,088 347,097 163,662 167,773 

 青少年対策費 27,559 27,715 22,669 15,930 15,657 

 教育研究費 204,285 213,556 205,921 142,552 497,917 
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１３．主な事業（主要事業等）  

（１）教育総務課  

総務・保健給食グループ 

①教育委員会の会議 

教育委員会は、定例会を毎月、必要に応じて臨時会を開催し、主要事項の議決を

経て事務を執行しています。   

【令和８年度事業費 ３，０２２千円】 

②教育委員会事務の点検・評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を実施しています。 

③教育功労者の表彰  

亀山市教育委員会表彰規則に基づき、学校教育及び社会教育の振興や奉仕活動等

に尽力されるなど市の教育、学術及び文化の振興等に貢献いただいた方々を教育功

労者として表彰をしています。 

④中学校給食実施事業 

令和８年４月から亀山中学校及び中部中学校において、民間事業者への中学校給

食調理等業務委託により、市内の小中学校で原則同じ献立となる給食を実施します。 

【令和８年度事業費 ２５２，７６０千円】 

⑤市内小中学校特別教室等空調設備賃貸借 

市内小中学校の一部の空調設備未設置の特別教室等に関して、近年の気温上昇に

伴い、学校内における児童生徒及び教職員の快適な学習環境・生活環境を確保する

ため、空調設備の整備を行います。 

⑥小学校プール授業に係るプール施設賃貸借 

各小学校プール施設の老朽化等を踏まえ、親子方式、市プール施設の利用による

授業実施等の実証を経て、今年度から亀山西小学校ほか６校について、民間施設を

活用したプール授業を実施します。 

【令和８年度事業費 ６，０００千円】 

⑦施設整備事業 

学校施設の計画的な整備や修繕を実施し、学習環境及び学校生活環境の向上を図

ります。 

【令和８年度事業費  ５１，０００千円（小学校費）】 

【令和８年度事業費  １１，３００千円（中学校費）】 

⑧施設管理委託事業 

小・中学校及び給食センターの施設の管理委託を行い、施設の適正な運営を図り

ます。 

【令和８年度事業費 ２０，４５１千円（小学校費）】 

【令和８年度事業費  ６，０４９千円（中学校費）】 

【令和８年度事業費  １，３２７千円（関学校給食センター費）】 

⑨通学路交通安全対策 

亀山市通学路交通安全プログラムに基づき、子どもたちの安全確保を目的に、市・

県道路管理者、亀山警察署と合同で、市内全ての小学校の通学路を対象に、登下校

中の通学路において改修や改善を必要とされる箇所の合同点検を実施しています。 

⑩学校保健及び衛生に関すること 

市内の医療機関に学校医・学校歯科医・学校薬剤師を委嘱し、学校保健安全法に

基づく児童生徒の定期健康診断や新入学児童の就学時健康診断、学校環境衛生検査

等を行います。 
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⑪就学援助費交付事業 

亀山市就学援助費交付要綱に基づき、義務教育の円滑な実施に資することを目的

とし、経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必

要な経費の一部を援助します。 

また、昨年度から県立夜間中学校「みえ四葉ヶ咲中学校」の生徒等の対象者に対

して、必要な経費の一部を援助します。 

【令和７年度事業費 ２５，７４６千円】 

⑫学校給食の公会計管理 

学校給食費の徴収管理や賄材料費の支払等の公会計事務を行います。 

⑬関学校給食センターの運営に関すること 

関小学校、加太小学校、関中学校に給食を提供するため、調理や配送等の業務を

行います。 

【令和８年度事業費 ５２，０６６千円】 

⑭日本スポーツ振興センターに関すること 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、学校管理下における児童生

徒の災害について、共済掛金の支払や保護者に対する災害共済給付等の事務を行い

ます。 

【令和８年度事業費 ８，６８８千円】 

（２）学校教育課 

学事教職員グループ 

①個の学び支援事業（小・中学校） 

小学校に介助員２９名、看護師２名、中学校に介助員３名を配置し、

生活上の介助や学習活動上の支援、安全確保を行います。 

また、校内教育支援センター支援員を、小学校５校、中学校３校に計

１２名配置し、校内教育支援センターに通う児童・生徒の学習や生活上

の必要な支援を行います。 

【令和８年度事業費 ９４,４４１千円】 

②事務補助員配置 

教職員の事務負担軽減を図るため、中学校に事務補助員を１名配置し

ます。 

【令和８年度事業費 ２，００５千円】 

③部活動指導員配置 

中学校部活動指導の充実と教員の部活動における負担軽減等を図る

ため、部活動の技術的な指導や大会への引率等を行うことを職務とする

部活動指導員を３名配置します。 

【令和８年度事業費 ３，１５２千円】 

④コミュニティ・スクール推進事業 

令和７年度に引き続き、「地域とともにある学校づくり」を進めます。 

【令和８年度事業費 ８６３千円】 

⑤教職員の働き方改革 

教育職員の在校等時間の上限等に関する方針をふまえ、市内小中学校

が取り組む統一項目を設定し、総勤務時間縮減に向け、各校の進捗状況

を把握するとともに、組織風土の改善と教職員の意識改革に取り組みま

す。また、教職員の校務用パソコンで総合型校務支援システムを活用し、

学校で取り扱う様々な情報の一元管理を行います。 

 【令和８年度事業費 ５,４３２千円】 
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（３）教育推進課 

支援推進グループ 

①  個の学び支援事業 

外国語通訳、外国人児童生徒教育支援員を配置し、個の学びに応じ

た支援を行います。       

【令和８年度事業費 １６，９６０千円】  

②  学校図書館支援事業 

「学校司書」を配置し、学校図書館を活用した授業づくりの支援や読

書活動の推進に努めるとともに、市内小中学校に図書館指導員を派遣し、

司書教諭等と連携しながら図書館機能を生かした教育活動を推進しま

す。さらに、幼少期から本に親しむ習慣を身につけるよう、市内全小学

校１年生、全幼稚園（保育園）年長児を対象に、「かめやましファミリ

ー読書リレー」を継続実施します。学校図書館システムを活用し図書館教育の

充実に努めるとともに、相互貸借「ほんくる。」や一人1台端末での電子図書館の利

用など、市立図書館との連携を進めます。 

【令和８年度事業費 ８，２９９千円】 

③  生活困窮者自立支援事業（学習支援事業） 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護世帯を含む生活困窮世帯等 

の４年生以上の小・中学生を対象に、学習・生活習慣の改善や基礎学力

の定着、生徒の意思に沿った進学を支援します。教育課程以外の時間に、

教員免許所有者（ＯＢ含む）や大学生等がグループを構成し、学習支援

を行います。 

     ≪令和７年度実績≫ 

      （１）開催回数         １４５回 

      （２）延べ参加人数       ２０８人 

【令和８年度事業費 ３，７０７千円】 

④ ＡＩ型学習教材の活用 

     児童生徒一人一人の「確かな学力」の向上を図るため、AI 型学習教材の活用を進 

めます。                   

【令和８年度事業費 ２０，５０５千円】 

⑤幼児教育推進事業 

就学前からの一貫した教育実現に向け、亀山市保幼認小接続カリキュラム・保幼認

共通カリキュラムの実践を進めます。また、保幼認小間での交流活動や情報共有を行

うための取組を推進します。 

【令和８年度事業費 ５１７千円】 

⑥特色ある学校づくり推進事業 

各小中学校が地域の教育資源を最大限に生かした独創的な教育活動

を展開し、魅力に満ちた特色ある学校づくりを推進するとともに、各校

で社会に開かれた教育課程の実践を進めます。また、学校と地域の連

携・協働による教育活動をさらに推進するため、学校運営協議会へ事業

の業務委託を行います。 

【令和８年度事業費  小学校：２，５２３１千円  

中学校：  ６３７千円】 

⑦英語教育推進事業 

外国人指導助手３人を全小中学校に巡回指導させます。児童生徒の国

際感覚を養い、英会話に親しませるとともに幅広いコミュニケーション

能力を育成します。 
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【令和８年度事業費 １６，８１５千円】 

研究推進グループ 

①ＧＩＧＡスクール構想推進事業 

「令和の日本型学校教育」が目指す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現

に向けた環境整備と子どもたちの情報活用能力を育成します。本年度は、児童生徒用

タブレット端末の更新を行います。 

【令和８年度事業費 ２８０，９７６千円】 

②教職員研修事業 

基礎的な学力の向上や学ぶ意欲を高めるため、教師の指導力を向上させ、授業改善

や学習規律の確立の取組を推進するために教職員研修を実施します。  

【令和８年度事業費 １，６２５千円】 

③生徒指導充実事業 

問題行動等が複雑化・多様化し、対応や解決が一層困難な事例も生じているため、

個々の児童生徒の実態把握やいじめやその他の問題行動の予防と対策を進めます。 

【令和８年度事業費 ８９０千円】 

④教育支援センター事業 

不登校児童・生徒の居場所をつくり、学習・生活指導などの支援の充実を図るとと

もに、小・中学校に「校内ふれあい教室」を設置し、誰一人取り残さない学びの環境

の整備を行います。 

【令和８年度事業費 １０，３２７千円】 

（４）生涯学習課  

社会教育・スポーツグループ 

①  生涯学習推進事業 

「生涯学習計画」に基づいて、かめやま人キャンパスと公民館事業を基軸に様々な

学びを提供し、地域の課題解決に取り組む人材育成を行うとともに、市内の学びに

関する情報の一元的な発信を進めます。 

【令和８年度事業費 １６，０８８千円】 

②社会教育委員会 

社会教育委員会では、定例会を２月ごとに開催し、「かめやまお茶の間１０選（実

践）」など社会教育に関する事項について協議を行っています。 

【令和８年度事業費 ２１９千円】 

③子育て学習推進事業 

家庭での時間をより大切にするため、「かめやまお茶の間１０選（実践）」のさらな

る浸透・定着に向けた取り組みを進めます。 

家庭教育の重要性や考え方の共有を図るため、家庭・地域の教育力強化事業及び家

庭教育出前講座を実施し、家庭教育の向上に取り組みます。 

【令和８年度事業費 ７６０千円】 

④青少年健全育成事業 

青少年の健全な育成を図るため、二十歳の集いの開催（令和９年１月１０日開催

予定）、子どもＳＯＳの家（６９９団体・個人の協力）や青少年体験活動サマーキャ

ンプ２泊３日の実施（令和８年８月下旬開催予定）などの取組を行います。 

【令和８年度事業費 ３，５１０千円】 

⑤青少年総合支援センターの運営 

青少年の非行防止、交通安全指導等を目的に青色回転灯車にて巡回パトロールを

行っており、昼夜間の街頭補導活動、環境浄化パトロールや青少年育成市民会議非

行防止部会との合同パトロールの実施など、関係機関や団体、地域住民との連携を
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強化し、安全・安心の支援に努めています。 

【令和８年度事業費 ７，５７９千円】 

⑥放課後子ども教室推進事業 

安全・安心な居場所づくりに向けて、放課後や週末に地域の方々の参画を得ながら、

勉強・スポーツ・文化活動・地域との交流活動を全小学校区で実施しています。 

【令和８年度事業費 １５，３６０千円（県２/３）】 

⑦鈴鹿峠自然の家の管理、運営 

旧坂下小学校跡の宿泊研修施設である鈴鹿峠自然の家及び天文台｢童夢｣の管理、

運営を行っています。 

【令和８年度事業費 ３，８９９千円】 

⑧各種団体への支援事業 

各種団体に事業補助金・活動謝礼金を交付し、活動を支援しています。 

⑨スポーツ及びレクリエーション関係事業 

     スポーツ大会の開催等により、市民がスポーツに親しめる環境の整備を図ります。 

【令和８年度事業費：１，２３２千円】 

⑩スポーツ推進委員に関すること 

スポーツ基本法及び亀山市スポーツ推進委員規則により、スポーツ推進委員２８

人を委嘱し、市が主催するスポーツの大会等の計画、運営を行っています。また、

三重県スポーツ推進委員協議会等が開催する研修会等に委員を派遣しています。 

【令和８年度事業費：９６９千円】 

   ⑪スポーツ競技全国大会等出場者に対する激励金支給事務 

亀山市スポーツ競技全国大会等出場者に対する激励金支給要綱により、東海・全

国大会等に出場する選手、団体に激励金を支給、また、かめやまし全国大会出場旅

費補助金交付要綱により、児童・生徒がスポーツ競技の全国大会に出場する場合は、

出場に要する旅費の一部を補助し、アマチュアスポーツの振興及び競技力の向上に

努めます。 

・スポーツ功労者激励金 

【令和８年度事業費：２，５４０千円】 

・全国大会出場旅費補助金 

【令和８年度事業費：４２０千円】 

   ⑫関係団体の育成指導に関すること 

亀山市スポーツ協会に助成を行い、協会傘下の各スポーツ関係団体の諸活動に対

して支援を行います。 

【令和８年度事業費：９，２００千円】 

   ⑬学校体育施設の開放に関すること 

生涯スポーツの振興を図るため、地域の身近な体育施設として小学校（１０校）・

中学校（３校）に学校開放運営委員会を設置し、登録団体の管理責任の下、学校体

育施設の開放を実施しています。 

加太小学校につきましては、現在、利用希望団体がないため、実施しておりませ

ん。 

   ⑭スポーツ関連施設に関すること 

西野公園、東野公園、亀山公園運動施設、関Ｂ＆Ｇ海洋センター及び関総合スポ

ーツ公園多目的グラウンドについては、令和６年度から１０年度までの指定管理者

として、三幸・スポーツマックス共同事業体に管理運営を委任しています。 

・運動施設等管理費（西野、東野公園運動施設） 

【令和８年度事業費：４７，５２３千円】 

（うち指定管理料４１，２２０千円） 
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・関Ｂ＆Ｇ海洋センター施設管理費 

【令和８年度事業費：２８，４０８千円】 

（うち指定管理料２６，６８０千円） 

・関総合スポーツ公園多目的グラウンド施設管理費 

【令和８年度事業費：２１，７２０千円】 

（うち指定管理料２１，１００千円） 

（５）図書館 

①図書館の施設管理について 

     図書館の施設の管理を行います。 

      《令和７年度実績》 

・新図書館における利用状況 

入館者数     ３１６，９３０人（１，０８５人/日） 

貸出人数     ６６，８０４人（２２９人/日） 

貸出冊数    ３０１，０２０冊（１，０３１冊/日） 

電子書籍貸出・閲覧回数  ７２，１９４回 

         座席予約システム利用件数 ４０，８３０件（１４０件/日） 

地下駐車場利用台数    ４８，３１１台 

          

【令和８年度事業費：４１，３７０千円】 

   ②図書館サービスの充実について 

     令和５年１月の新図書館の開館に伴い、図書館運営業務を業務委託しています。

また、図書館を核とした賑わいの創出に向けた取組や館内展示など図書館サービス

の充実を行います。 

《令和７年度実績》（新図書館開館後） 

・子育て支援センターサテライト ２４回 

・図書館ボランティア研修会    ２回 

・図書館ボランティアイベント   ８６回 

       ・市民活動団体イベント      ３２回 

       ・館内展示          １７７件 

       ・亀山ブランド認定品展示 

【令和８年度事業費：９５，６４２千円 内業務委託料７４，０２５千円】 

③蔵書の充実について 

利用者の読書活動や課題解決をサポートするため、蔵書計画に基づき、多様なニ

ーズに応じた資料や地域資料の収集を行います。また、雑誌スポンサー制度を活用

することで、財源を確保し、利用者のニーズに沿った図書館サービスの充実に取り

組みます。 

《令和７年度実績》（新図書館開館後） 

・蔵書数 １８２，１７２冊 

・雑誌スポンサー １０事業所 １３誌 

【令和８年度事業費：図書購入費１０，０００千円】 

   ④地域読書活動拠点について 

     図書館を核とした地域ごとの読書活動拠点づくりを進めるため、地域まちづくり

協議会等の拠点へ職員が訪問し、図書館以外でも資料の利用ができる場を提供し、

図書資料の利用機会の増加に努めます。 

   ⑤子どもの読書活動推進について 

第４次亀山市子どもの読書活動推進計画（第４次亀山っ子読書推進プラン）に基

づき、図書館職員が保育園や幼稚園等に出向き、読み聞かせや選書相談を行い、団
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体貸出の推進に取り組みます。また、学校との連携のもと、社会見学や職場体験時

の児童・生徒による選書体験や学校での制作物の展示なども行います。 

≪令和７年度実績≫（新図書館開館後） 

・小規模小学校への図書貸出「さわやか文庫」の定期巡回の実施 

・亀山市図書館情報協議会参加回数 １回  

       ・学校司書会参加回数 １回 

 

１４．学校（園）施設 

（１）幼稚園                     令和８年４月１日現在 

地図 

番号 
園 名 

園 地 

面積㎡ 

園 舎 

面積㎡ 
 

保育 

室数 

遊戯 

室数 
所 在 地 電話番号 FAX 番号 

① 亀 山 2,963 545  4 1 江ケ室一丁目２番１０号 82-0336 82-0336 

② 亀山東 2,835 790  3 1 本町一丁目9番 17号 82-5037 82-5037 

③ 井田川 4,065 537  4 1 みどり町 53 番地 1 82-9054 82-9054 

④ みずほ台 3,970 544  4 1 みずほ台 14 番地 295 83-1900 83-1900 

（2）小学校 

地図
番号 

学校名 校 地 
面積㎡ 

校 舎 
面積㎡ 

体育
館面
積㎡ 

普通
教室
数 

特別
教室
数 

所 在 地 電話番号 FAX 番号 

⑤ 亀山西 16,023 6,846 1,388 21 12 本丸町 585 番地 82-0139 82-8720 

⑥ 亀山東 32,396 4,414 976 19 11 本町一丁目 9番 9号 82-0011 82-9693 

⑦ 亀山南 19,889 2,252 680 8 8 天神三丁目 10 番 25 号 82-9115 82-9689 

⑧ 昼 生 18,000 2,677 797 5 10 中庄町 1405 番地 82-1007 82-9695 

⑨ 井田川 29,199 6,826 725 28 11 みどり町 52 番地 82-2021 82-9682 

⑩ 川 崎 23,283 7,905 919 18 18 能褒野町 77 番地 22 85-0108 85-2951 

⑪ 野 登 18,677 2,137 533 6 8 両尾町 2124 番地 85-0009 85-2952 

⑫ 白 川 13,557 1,326 535 5 6 白木町 2739 番地 82-3007 82-9696 

⑬ 神 辺 20,286 3,398 680 8 8 太岡寺町 1310 番地 82-1819 82-9697 

⑭ 関 15,125 4,212 1,050 12 12 関町木崎 1416 番地 96-0052 96-2682 

⑮ 加 太 8,841 1,903 680 5 7 加太板屋 4569 番地 98-0031 98-0170 

 

 

 

 

 

 



32 

 

（３）中学校 

地図
番号 学校名 校 地 

面積㎡ 
校 舎 
面積㎡ 

体育
館面
積㎡ 

普通
教室
数 

特別
教室
数 

所 在 地 電話番号 FAX 番号 

⑯ 亀 山 20,834 5,726 1,200 22 18 西丸町 564 番地 82-0354 82-9089 

⑰ 中 部 57,211 6,371 1,197 23 18 田村町 75 番地 82-2101 82-2085 

⑱ 関 25,565 4,164 1,229 7 14 関町新所1863番地 96-0115 96-0847 

 

 

 

１５．社会教育施設 
（１）中央公民館 

所在地 〒519-0151 亀山市若山町 7 番 10 号 青少年研修センター内 

電話 0595-83-5300 

ＦＡＸ 0595-82-7315 

Mail mncrmjdy@za.ztv.ne.jp 

面積 建築面積 1,842.2 ㎡   中央公民館面積 42.4 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート２階建一部地階 

（２）青少年総合支援センター 

所在地 〒519-0151 亀山市若山町 7 番 10 号 青少年研修センター内 

電話 0595-82-7550  

ＦＡＸ 0595-82-7550  

Mail kameyama-sssc@zc.ztv.ne.jp 

面積 建築面積 1,842.2 ㎡ 青少年総合支援センター面積 39.78 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート２階建一部地階 

 

mailto:mncrmjdy@za.ztv.ne.jp
mailto:kameyama-ssspc@kameyama-mie.jp
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（３）鈴鹿峠自然の家 

所在地 〒519-1102 亀山市関町沓掛 123 番地 

電話 0595-84-5057（社会教育Ｇ） 

ＦＡＸ 0595-82-6161 

Mail syougaku@city.kameyama.mie.jp 

面積 敷地面積 6,743.09 ㎡ 建築面積 1,213.68 ㎡ 

構造 

校舎棟、民俗資料館、屋外倉庫、バンガロー、用務員室、屋外

便所－木造平屋建、屋外炊事棟－鉄骨平屋建、天文台－軽量鉄

骨平屋建 

（４）図書館 

所在地 〒519-0155 亀山市御幸町 318 番地１ 

電話 0595-82-0542 

ＦＡＸ 0595-82-0554 

Mail wakaba02@zc.ztv.ne.jp 

Ｈ Ｐ https://www.city.kameyama.mie.jp/library/ 

面積 延床面積 5117.66 ㎡（地下駐車場含む） 

構造 
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

地下 1 階、地上 4 階 

（５）亀山市歴史博物館 

所在地 〒519-0151 亀山市若山町 7 番 30 号 

電話 0595-83-3000 

ＦＡＸ 0595-83-3334 

Mail recep@kameyamarekihaku.jp 

ＨＰ https://kameyamarekihaku.jp/ 

面積 敷地面積 1,768.6 ㎡ 建築面積 1,141.90 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

（６）関宿旅籠玉屋歴史資料館 

所在地 〒519-1112 亀山市関町中町 444 番地 1 

電話 0595-96-0468 

ＦＡＸ 0595-96-0469 

面積 敷地面積 720.64 ㎡ 建築面積 483.64 ㎡  

構造 木造 2 階建 

 

 

 

 

mailto:syougaku@city.kameyama.mie.jp
https://kameyamarekihaku.jp/
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（７）関まちなみ資料館 

所在地 〒519-1112 亀山市関町中町 482 番地 2 

電話 0595-96-2404 

面積 敷地面積 223.88 ㎡  建築面積 206.61 ㎡ 

構造 木造 2 階建 

（８）関の山車会館 

所在地 〒519-1112 亀山市関町中町 531 番地 

電話 0595-96-1103 

面積 

敷地面積  1,091.47 ㎡ 

建築面積 主屋  177.37 ㎡ 離れ   70.27 ㎡ 

  土蔵   28.86 ㎡ 山車収蔵展示棟  299.27 ㎡ 

構造 
主屋  木造 2 階建   離れ  木造平屋建 

土蔵  土蔵造平屋   山車収蔵展示棟  木造平屋建 

 

１６．運動施設 
（１）西野公園体育館 

所在地 〒519-0165 亀山市野村二丁目 5 番 1 号 

電話 0595-82-1144 

面積 4,011 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

備考 野球場、運動広場、庭球場、プール 

（２）東野公園体育館 

所在地 〒519-0103 亀山市川合町 1286 番地 49 

電話 0595-83-1888 

面積 2,120 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造平屋建 

備考 ソフトボール場、運動広場、ゲートボール場 

（３）亀山公園庭球場 

所在地 〒519-0159 亀山市西丸町 566 番地 1 

電話 0595-82-1144 

面積 1,420 ㎡ 

構造 クレイコート 2 面 

（４）観音山テニスコート 

所在地 〒519-1103 亀山市関町市瀬 42 番地 7 

電話 0595-96-1010 

面積 5,066 ㎡ 

構造 砂入り人工芝４面 

 



35 

 

（５）関Ｂ＆Ｇ海洋センター 

所在地 〒519-1111 亀山市関町新所 8 番地 

電話 0595-96-1010 

面積 1,829 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

備考 体育館、プール 

（６）関総合スポーツ公園多目的グラウンド 

所在地 
〒519-1111 亀山市関町新所 8 番地 

〒519-0151 亀山市若山町 4 番地 7 

電話 0595-96-1010 

面積 25,136 ㎡ 

構造 － 
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１７．学校職員配置状況 

（１）幼稚園                  令和８年５月１日現在（単位：人） 

園 名 教諭 
養護 

教諭 
事務員 

栄 養

教 諭 
応接員 

給食 

調理員 
その他 校医 歯科医 薬剤師 計 

亀山 5      1 1 1 1 9 

亀山東 5      2 1 1 1 10 

井田川 5      2 1 1 1 10 

みずほ台 4      0 1 1 1 7 

計 19      5 4 4 4 36 

（２）小学校 

学校名 教員 
養護 

教諭 
事務員 

栄 養 

教 諭 

学校栄

養職員 

応接員 

給食調

理 員

( 代 替

含) 

その他 校医 歯科医 薬剤師 計 

亀山西 34 1 1 1 1 6 14 1 1 1 61 

亀山東 28 1 1 0 1 5 12 1 1 1 51 

亀山南 15 1 1 0 1 3 5 1 1 1 29 

昼生 9 1 1 0 1 3 3 1 1 1 21 

井田川 44 1 2 1 1 8 11 2 2 1 73 

川崎 28 1 1 1 1 6 9 1 1 1 50 

野登 10 1 1 0 1 3 5 1 1 1 24 

白川 9 1 1 0 1 2 3 1 1 1 20 

神辺 15 1 1 0 1 3 5 1 1 1 29 

関 18 1 1 0 1 0 11 1 1 1 35 

加太 10 2 1 0 1 0 3 1 1 1 20 

計 220 12 12 3 11 39 81 12 12 11 413 

 
（３）中学校 

学校名 教員 
養護 
教諭 

事務員 

栄 養
教 諭 
学 校 栄
養 職 員 

応接員 
給 食
調 理
員 

その他 校医 歯科医 薬剤師 計 

亀山 45 1 3 0 1 0 13 2 2 1 68 

中部 43 1 2 0 1 0 8 2 2 1 60 

関 16 2 1 1 1 0 4 1 1 1 28 

計 104 4 6 1 3 0 25 5 5 3 156 

※常勤・非常勤講師、臨時・非常勤職員を含む。また、校医、歯科医及び薬剤師は委嘱による。 
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１８．園児・児童・生徒数及び学級数     

（１）幼稚園                    令和８年 5 月 1 日現在（単位：人） 

園 名 
園  児  数 学 級 数 

3 歳児 4 歳児 5 歳児    計 普通 特別支援 計 

亀 山 2 8 2    12 3  3 

亀山東 8 10 12    30 3  3 

井田川 6 11 7    24 3  3 

みずほ台 1 4 3    8 1  1 

計 17 33 24    74 10  10 

（２）小学校 

学校名 
児  童  数 学 級 数 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 普通 特別支援 計 

亀山西 68 82 70 75 101 98 494 16 5 21 

亀山東 69 75 75 65 83 70 437 15 4 19 

亀山南 11 11 12 17 15 17 83 6 2 8 

昼 生 10 8 5 10 3 9 45 4 1 5 

井田川 90 108 108 127 115 133 681 22 6 28 

川 崎 71 88 75 65 70 80 449 15 3 18 

野 登 9 8 9 10 6 12 54 5 1 6 

白 川 5 4 3 8 8 7 35 5 0 5 

神 辺 13 21 18 19 24 20 115 6 2 8 

関 32 39 34 40 41 43 229 10 2 12 

加 太 4 6 4 6 6 6 32 4 1 5 

計 382 450 413 442 472 495 2,654 108 27 135 

（３）中学校 

学校名 
生  徒  数 学 級 数 

1 年 2 年 3 年    計 普通 特別支援 計 

亀 山 201 204 197    602 18 4 22 

中 部 190 200 203    593 18 5 23 

関 34 46 36    116 5 2 7 

計 425 450 436    1,311 41 11 52 
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第 ３ 章  補助執行機関の業務            

１．市民文化部 文化課 まちなみ文化財グループ 

（１）補助執行事務 

文化財の保護に関すること。 

（２）文化財保護事業             

市内に所在する文化財の保護を図るため、文化財保護審議会を開催するとと

もに、文化財愛護思想の高揚、調査研究、指定文化財の維持管理等に関わる各

種事業を実施します。  

指定文化財を適切に保存管理します。  

・ 文化財保護審議会の開催  

・ 指定文化財の管理指導  

・ 無形文化財・無形民俗文化財保存伝承事業への助成  

・ 文化財修理事業への助成  

・ 市が所有する歴史的建造物の公開・活用  

旧亀山城多門櫓、旧舘家住宅、加藤家長屋門及び土蔵、旧佐野家住宅 

・市が所有する歴史的建造物の修繕 

  旧荘司家住宅 

文化財愛護思想の高揚を図ります。  

・ 文化財防災啓発活動  

・ 文化財説明看板・標柱の設置  

・ 文化財紹介パンフレット等の発行  

・ 歴史文化に関する学習会等の開催 

市内に所在する文化財の調査研究をします。  

・ 希少水生生物保護増殖事業（国補 補助率：1/2）  

国指定天然記念物ネコギギの保護増殖に関する調査研究などの再生事業

の実施。  

【令和８年度事業費 １５，６９２千円】 

（３）遺跡調査事業             

開発事業に係る埋蔵文化財の保護を図ります。  

・ 市内遺跡に関する発掘調査の実施及び出土品の整理、研究  

・ 開発行為に係る指導等  

開発行為に伴う埋蔵文化財の保護措置  

重要遺跡のひとつである鈴鹿関跡について保護の措置を図るとともに、文化財的価値

を明らかにするため学術調査を実施します。 

・ 鈴鹿関跡学術調査事業 

「鈴鹿関跡」の学術的価値を明らかにする。  

国の史跡に指定された「鈴鹿関跡」について、その全容解明に向けて、地形の詳

細測量等を実施。 

【令和８年度事業費 １１，７２８千円】 

（４）町並み保存事業              

国の選定を受けている亀山市関宿伝統的建造物群保存地区について、保存修理修景事

業を実施してその保存整備を進めるとともに、町並み保存の推進に資する各種事業を実

施します。  

・ 町並み保存の普及啓発  

・ 伝統的建造物群保存地区保存審議会の開催  

・ 関連住民活動の支援  
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町並み保存事業の実施（国補 補助率１/２）  

・ 伝統的建造物の保存修理修景事業の実施  

現状変更申請、許可事務  

保存修理修景事業に関わる修理指導  

補助金申請・交付事務  

・ 市が所有する伝統的建造物の公開・活用  

関宿資料館（関宿旅籠玉屋歴史資料館・関まちなみ資料館・関の山車会館）、関

宿散策拠点施設（木崎・地蔵町・西の追分）、旧落合家住宅、旧田中家住宅 

町並み保存事業に関係する全国組織との連携  

【令和８年度事業費 ３６，０８７千円】 

（５）全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会（亀山市大会） 

  令和６年１２月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されて４０周年の節目を迎

えた関宿について、令和９年度に亀山市で開催することが決定しています。 

当総会・研修会では、全国の会員市町村（１０６市町村１２９地区）が亀山市に一堂

に会し、総会（記念講演、首長サミット等）、情報交歓会、現地視察及び保存地区の住民

参加型の研修を行う予定をしていることから、保存団体や地域の住民との連携のもと、

伝統的建造物の保存・活用などの取り組みや準備を進めます。 

【令和８年度事業費 ２，０００千円】 

 

２．総務財政部 総務課  

（１）補助執行事務 

市立幼稚園の職員の人事及び給与に関すること。 

市立幼稚園の職員の厚生及び福利に関すること（公立学校共済に関すること

を除く。）。 

 

３．子ども未来部 子ども政策課  
（１）補助執行事務 

市立幼稚園に係る教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 

市立幼稚園の管理運営に関すること（教育課程及び指導助言に関することを

除く。）。 

市立幼稚園の施設の設置、変更、管理及び廃止に関すること。 

市立幼稚園の園児の入園、転園及び退園に関すること。 

市立幼稚園の保健及び衛生に関すること。 

市立幼稚園に係る教育職員の免許に関すること。 

（２）事業の概要 

  ①障がい児支援事業             

発達支援保育検討会議において、幼児の発達の程度に応じた判定が行われた結果

をもとに、市内全幼稚園の該当学級に必要な加配職員（介助員５人）を配置し、生

活上の介助や保育上の支援などを行っています。 

【令和８年度事業費 ６，３７２千円】 


